
第一〇回

参第三号

厚生年金保険法特例（案）

（目的）

第一条　この法律は、厚生年金保険法（昭和十六年法律第六十号）による障害年金及び遺

族年金であつて、昭和二十三年八月一日（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭

和二十三年法律第百二十七号。以下「昭和二十三年改正法律」という。）の施行の日）

前の標準報酬をその額の算定の基礎としたものについて、その額を増額することを目的

とする。

（障害年金の増額）

第二条　昭和二十六年二月一日において障害年金を受ける権利を有した者に支給する障害

年金のうち、昭和二十三年八月一日前の標準報酬のみに基いてその額を算定した障害年

金の額は、厚生年金保険法第三十七条第一項又は健康保険法の一部を改正する等の法律

（昭和二十二年法律第四十五号。以下「昭和二十二年改正法律」という。）附則第四条

若しくは附則第五条及び昭和二十三年改正法律附則第五条第一項（同法附則第八条にお

いて準用する場合を含む。）又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和二十四

年法律三十八号。以下「昭和二十四年改正法律」という。）附則第四項（同法附則第六

項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、従前の障害年金の額の二倍に

相当する額とする。

第三条　昭和二十六年二月一日において障害年金を受ける権利を有した者に支給する障害

年金のうち、昭和二十二年改正法律附則第五条の規定による障害年金であつて、昭和二

十三年八月一日前の標準報酬及び同日以後の標準報酬に基いてその額を算定したものの

額は、同条及び昭和二十三年改正法律附則第八条において準用する同法附則第五条第一

項の規定にかかわらず、労働者年金保険法施行令中改正の件（昭和十九年勅令第三百六

十三号）別表第一に定める業務上の事由に因る廃疾の程度一級から三級までに該当した

ことによつて障害年金を受ける者（以下「旧法による第一種障害年金受給者」とい

う。）に支給するものにあつては、平均報酬月額の五月分に相当する額とし、その他の

者（以下「旧法による第二種障害年金受給者」という。）に支給するものにあつては、

平均報酬月額の四月分に相当する額とする。

２　前項の平均報酬月額は、左の各号に掲げる額のうち、最も大きいものとする。

一　廃疾の原因となつた疾病又は負傷の発した日の属する月前三月間（継続して被保険

者であつた期間が三月未満であるときは、その期間。以下同じ。）の標準報酬月額を

平均した額

二　廃疾となつた日の属する月前三月間の標準報酬月額を平均した額

三　廃疾前に被保険者の資格を喪失した場合においては、資格喪失の日の属する月前三

月間の標準報酬月額を平均した額



３　前項の規定により平均報酬月額を定める場合において、同項各号に規定する期間が、

昭和二十三年八月一日の前後にまたがるときは、同項各号に規定する額は、同日以後の

期間のみによつて算定するものとする。

第四条　前条の規定により障害年金の額を算定する場合において、その額が昭和二十三年

八月一日前の標準報酬のみに基いて算定されるときは、その障害年金の額は、同条並び

に昭和二十二年改正法律附則第五条及び昭和二十三年改正法律附則第八条において準用

する同法附則第五条第一項の規定にかかわらず、前条による額の十倍に相当する額とす

る。

第五条　第三条第三項の規定は、昭和二十三年改正法律附則第三条の規定により平均標準

報酬月額を定める場合に準用する。

第六条　第二条から前条までの規定によつて算定した障害年金の額が、厚生年金保険法別

表第一に定める廃疾の程度一級に該当したことによつて障害年金を受ける者又は旧法に

よる第一種障害年金受給者にあつては、三万円、同表第一に定める廃疾の程度二級に該

当したことによつて障害年金を受ける者又は旧法による第二種障害年金受給者にあつて

は、二万四千円をこえるときは、その障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、そ

れぞれ、三万円又は二万四千円とする。

（遺族年金の増額）

第七条　昭和二十六年二月一日において遺族年金を受ける権利を有した者に支給する遺族

年金のうち、昭和二十三年八月一日前の標準報酬のみに基いてその額を算定した遺族年

金の額は、昭和二十二年改正法律附則第四条から附則第六条まで及び昭和二十三年改正

法律附則第六条（同法附則第九条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、

昭和二十三年改正法律附則第六条第一項の規定によつて算定した額の二倍に相当する額

とする。

第八条　昭和二十六年二月一日において遺族年金を受ける権利を有した者に支給する遺族

年金のうち、昭和二十三年八月一日前の標準報酬及び同日以後の標準報酬に基いてその

額を算定した遺族年金の額は、昭和二十二年改正法律附則第五条又は附則第六条及び昭

和二十三年改正法律附則第九条において準用する同法附則第六条の規定にかかわらず、

平均報酬月額の二月分に相当する額とする。

２　前項の平均報酬月額は、左の各号に掲げる額のうち、最も大きいものとする。

一　被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因となつた疾病又は負傷の発した日の

属する月前三月間の標準報酬月額を平均した額

二　被保険者の資格喪失の日の属する月前三月間の標準報酬月額を平均した額

三　障害年金を受ける者が死亡したことによる遺族年金については、その障害年金の額

の計算の基礎となつた標準報酬月額

３　第三条第三項の規定は、前項の規定により平均報酬月額を定める場合に準用する。

第九条　前条の規定により遺族年金の額を算定する場合において、その額が昭和二十三年



八月一日前の標準報酬のみに基いて算定されるときは、その遺族年金の額は、同条並び

に昭和二十二年改正法律附則第五条又は附則第六条及び昭和二十三年改正法律附則第九

条において準用する同法附則第六条の規定にかかわらず、前条による額の十倍に相当す

る額とする。

第十条　第七条から前条までの規定によつて算定した遺族年金の額が、一万二千円をこえ

るときは、その遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、一万二千円とする。

第十一条　被保険者又は被保険者であつた者の子が遺族年金を受ける場合において、その

子が二人以上であるときは、遺族年金の額は、第七条から前条までの規定によつて算定

した額に、その子のうち一人を除いた子一人について二千四百円を増額するものとする。

（既得権の尊重）

第十二条　第二条から前条までの規定によつて算定した障害年金又は遺族年金の額が従前

の額より少いときは、その障害年金又は遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、

従前の額とする。

（加給金）

第十三条　昭和二十三年改正法律附則第五条第二項及び第三項の規定は、第二条から第六

条まで及び前条の規定によりその額を算定する障害年金に対する加給について、同法附

則第七条の規定は、第七条から第十条まで及び前条の規定によりその額を算定する遺族

年金に対する加給について、それぞれ、準用する。

（将来の遺族年金に対する措置）

第十四条　第七条から第十二条までの規定は、昭和二十六年二月二日以後において、昭和

二十二年改正法律附則第六条の規定によつて遺族年金を受ける権利を有するに至る者に

支給する遺族年金の額の算定について、前条の規定は、その遺族年金に対する加給につ

いて、それぞれ、準用する。

附　則

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行し、同年二月分以降の障害年金及び遺族年

金について適用する。



理　由

　経済状勢の変化に応ずるため、障害年金及び遺族年金の低額なものを増額する必要があ

る。これが、この法律案を提出する理由である。


